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序　章

憲法問題研究会が主催した講演会（1960年 5月）



年 憲法改正案数 作成主体
1947 日本国憲法公布
1949 　2 公法研究会，東大憲法研究会

〈憲法改正の第一の波〉 計 17　　
1953 　1 渡辺経済研究所
1954 　2 自由党憲法調査会，改進党憲法調査会
1955 　2 憲法研究会，中曽根康弘「自主憲法のため

の改正要綱私案」
1956 　2 自民党憲法調査会，大西邦敏
1957 　2 広瀬久忠，弁理事会
1958 　2 自主憲法期成青年同盟，里見岸雄
1961 　1 中曽根康弘（高度民主主義民定憲法草案）
1962 　3 大石義雄，全日本愛国者団体会議，大日本

生産党
1963 　1 憲法調査共同意見書
1964 　1 『憲法調査会報告書』

〈憲法改正消極の時代〉
1972 　1 自民党憲法調査会「憲法改正大綱草案」

〈憲法改正の第二の波〉 計 3　　
1981 　1 自主憲法期成議員同盟・自主憲法制定国民

会議
1982 　1 自民党憲法調査会中間報告
1984 　1 中川八洋

〈憲法改正の第三の波〉 計 19　　
1991 　1 西部邁
1992 　1 小林節
1993 　3 自主憲法期成議員同盟・自主憲法制定国民

会議，自民党憲法調査会中間報告，日本
を守る国民会議

1994 　1 読売新聞
1996 　3 木村睦男，愛知和男，新進党憲法調査会
1999 　2 小沢一郎，鳩山由紀夫
2000 　5 中曽根康弘，読売第二次改正試案，日本経

済新聞，自由党，自民党橋本派
2001 　3 日本会議，山崎拓，民主党憲法調査会中間

報告

表　戦後の改憲案の動向

出所：渡辺治「主な憲法改正案の年表」，渡辺治編著『憲法「改正」の争点―資料で読む
改憲論の歴史』旬報社，2002 年，19 頁所収．
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問
題
提
起

日
本
国
憲
法
は
一
九
四
七
年
に
施
行
さ
れ
た
。
改
憲
―
護
憲
の
政
治
史
を
見
れ
ば
、
一
九
六
〇
―
八
〇
年
の
二
〇

年
間
は
、
憲
法
改
正
の
動
き
が
さ
ほ
ど
活
発
で
は
な
か
っ
た（
表
参
照
）。
憲
法
改
正
案
の
数
を
見
る
と
、
一
九
五
〇

―
六
〇
年
の
間
は
一
一
件
で
、
一
九
八
〇
―
二
〇
〇
〇
年
の
間
に
一
九
件
で
あ
っ
た（
一
九
八
〇
年
代
の
改
憲
案
数
は
多

く
な
か
っ
た
が
、
そ
の
作
成
者
は
自
主
憲
法
期
成
議
員
同
盟
、
自
民
党
憲
法
調
査
会
な
ど
重
要
な
政
治
参
与
者
で
あ
っ
た
）。
こ

れ
に
対
し
て
、
一
九
六
〇
―
八
〇
年
の
二
〇
年
間
の
憲
法
改
正
案
は
七
件
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
ほ

と
ん
ど
が
私
案
で
あ
り
、
憲
法
改
正
を
目
指
し
た
内
閣
憲
法
調
査
会
の
一
九
六
四
年
の
最
終
報
告
書
で
さ
え
「
改

憲
」
の
結
論
を
出
さ
な
か
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
二
〇
年
間
は
改
憲
に
消
極
的
で
あ
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
憲
法
改
正
の
政
治
過
程
に

影
響
す
る
の
か
。
通
常
、
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
次
の
要
素
で
あ
る
。

・
冷
戦

・
高
度
成
長

・
「
五
五
年
体
制
」

国
際
的
な
背
景
か
ら
見
れ
ば
、
朝
鮮
戦
争
以
来
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
再
軍
備
へ
の
支
持
は
改
憲
へ
の
重
要
な

刺
激
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
―
八
〇
年
の
間
に
、
日
米
安
保
体
制
に
は
目
立
っ
た
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
ア

メ
リ
カ
の
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
態
度
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
二
〇
年
間
に
お
け
る
冷
戦
は
、
危
機
、

変
容
、
デ
タ
ン
ト
、
新
冷
戦
な
ど
の
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
が
、
改
憲
の
進
展
は
冷
戦
の
変
遷
と
は
必
ず
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し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
基
本
的
に
不
活
発
な
状
態
が
続
い
た
。
つ
ま
り
、
冷
戦
は
改
憲
の
政
治
史
に
お
け
る
最
大

の
外
部
的
な
要
因
と
言
え
る
が
、
こ
の
間
の
改
憲
の
不
活
発
さ
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

国
内
の
背
景
か
ら
見
れ
ば
、
高
度
成
長
は
改
憲
を
延
期
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。
一
九
五
四
年
か
ら
五
七
年
に
至
る
時
期
は
、
保
守
政
党
を
始
め
と
す
る
改
憲
側
が
非
常
に
活
発
で
あ

っ
た
。
こ
の
間
に
、
自
由
党
憲
法
調
査
会
と
そ
の
後
の
自
民
党
憲
法
調
査
会
は
憲
法
改
正
を
目
指
し
、
一
九
五
七
年

八
月
に
岸
信
介
内
閣
は
改
憲
を
目
指
す
憲
法
調
査
会
を
設
置
し
た
。
し
か
し
、
岸
内
閣
が
総
辞
職
し
て
か
ら
の
一
九

六
〇
―
八
〇
年
の
間
、
池
田
内
閣
を
始
め
と
す
る
歴
代
内
閣
は
、
所
得
倍
増
計
画
な
ど
の
経
済
成
長
政
策
を
焦
点
と

し
、
憲
法
改
正
を
強
調
し
な
か
っ
た
。
こ
の
政
策
調
整
は
一
九
六
〇
年
代
の
本
格
的
な
経
済
の
高
度
成
長
を
導
い
た
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
一
見
、
高
度
成
長
は
改
憲
の
動
き
が
不
活
発
に
な
っ
た
原
因
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
は
改
憲
の
動
き
の
不
活
発
さ
と
高
度
成
長
は
結
果
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
原
因
は
自
民
党
の
政
策
調
整
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
問
題
点
は
、
な
ぜ
戦
後
直
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
改
憲
の
方
針

を
持
っ
て
い
る
保
守
勢
力
が
、
こ
の
時
期
に
改
憲
を
延
期
す
る
政
策
調
整
を
行
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
な
る
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
原
因
は
、
自
民
党
内
の
政
策
方
針
の
差
異
と
派
閥
政
治
の
ほ
か
に
、
改
憲
に
反
対
す
る
側
の

影
響
で
あ
る
。
特
に
、
当
時
の
日
本
社
会
党
を
始
め
と
す
る
革
新
勢
力
の
強
さ
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
池
田

内
閣
の
政
策
転
換
は
、
あ
る
程
度
自
民
党
内
に
お
け
る
政
治
大
国
を
強
調
す
る
方
針
と
経
済
成
長
を
強
調
す
る
方
針

の
差
異
、
そ
し
て
派
閥
間
の
争
い
を
反
映
し
、
改
憲
に
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
改
憲
を
延
期
す
る

方
針
と
派
閥
が
選
ば
れ
た
原
因
に
は
、
恐
ら
く
改
憲
反
対
勢
力
の
影
響
が
あ
る
。
革
新
勢
力
は
最
初
か
ら
護
憲
の
立

場
を
取
っ
て
い
た
。
一
九
五
七
年
岸
内
閣
の
憲
法
調
査
会
が
作
ら
れ
た
際
に
、
社
会
党
は
参
加
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
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は
改
憲
反
対
に
大
い
に
役
立
っ
た
。
そ
の
上
、
一
九
五
八
年
の
総
選
挙
で
社
会
党
は
衆
議
院
で
三
分
の
一
の
議
席
を

占
め
た
。
こ
れ
は
改
憲
防
止
の
実
質
的
な
保
障
と
な
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
左
翼
政
党
は
積
極
的
に
護
憲
運
動
を

展
開
し
た
。
総
評
と
左
派
社
会
党
が
発
起
し
た
「
憲
法
擁
護
国
民
連
合
」
な
ど
の
団
体
は
護
憲
運
動
の
代
表
的
な
団

体
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
社
会
党
の
影
響
だ
け
で
は
説
明
不
足
で
あ
る
。
確
か
に
、「
五
五
年
体
制
」
が
崩
壊
す
る
前
に
、
社
会

党
は
衰
退
と
回
復
を
く
り
返
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
国
会
で
ほ
ぼ
一
〇
〇
議
席
を
確
保
し
、
改
憲
反
対
の
実
力
を

持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
改
憲
の
動
き
は
「
五
五
年
体
制
」
が
崩
壊
す
る
前
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
―
八
〇
年
の
間
に
は
、
社
会
党
、
共
産
党
、
総
評
、
全
学
連
の
よ
う
な
左
翼
政
党
と
左
翼
勢
力
以
外
に
、

改
憲
―
護
憲
の
政
治
過
程
に
影
響
を
与
え
た
も
の
が
ほ
か
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歴
史
の
流
れ
を
遡
れ
ば
、「
憲
法
問
題
研
究
会
」
を
始
め
と
す
る
知
識
人
護
憲
団
体
の
存
在
と
そ
の
変
遷
が
注
目

さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
憲
法
問
題
研
究
会
は
、
一
九
五
八
年
六
月
に
、
岸
信
介
内
閣
の
憲
法
調
査
会
に
「
抵
抗
」

を
す
る
た
め
に
、
大
内
兵ひ
ょ
う
え衛

、
我わ
が
つ
ま妻

栄さ
か
え、

宮
沢
俊
義
な
ど
の
日
本
の
著
名
な
学
者
約
五
〇
人（
必
ず
し
も
憲
法
学
者
で

は
な
い
）に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
知
識
人
団
体
で
あ
る
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
七
六
年
四
月

に
解
散
す
る
ま
で
、
こ
の
研
究
会
は
最
も
注
目
を
集
め
た
知
識
人
護
憲
団
体
で
あ
っ
た
。
憲
法
問
題
研
究
会
は
憲
法

に
関
す
る
研
究
と
社
会
啓
蒙
活
動
を
中
心
と
し
、
直
接
的
に
政
治
過
程
に
関
与
せ
ず
、
そ
の
主
張
も
ど
ち
ら
の
政
党

に
も
与く
み

し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
と
活
動
は
影
響
力
を
持
ち
、
そ
の
発
足
と
存
在
自
体
が
非
常
に
重
要
な

政
治
的
意
義
を
持
っ
た
。
当
時
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
後
も
知
識
人
護
憲
団
体
は
存
在
し
て
き
た
が
、
憲
法

問
題
研
究
会
ほ
ど
憲
法
改
正
の
政
治
過
程
に
確
実
な
影
響
を
与
え
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
原
因
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
時
代
の
変
遷
や
社
会
条
件
の
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
憲
法
問
題
研
究
会

と
ほ
か
の
知
識
人
護
憲
団
体
の
思
想
的
な
特
徴
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

定
義
―
平
和
主
義
と
民
主
主
義

本
書
で
は
、
憲
法
問
題
研
究
会
と
そ
の
対
照
的
な
団
体
の
思
想
的
な
実
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
平
和
主

義
」
と
「
民
主
主
義
」
の
二
つ
の
概
念
を
用
い
る
。
時
代
、
地
域
に
よ
っ
て
、「
平
和
主
義
」
や
「
民
主
主
義
」
の

言
葉
が
指
し
て
い
る
内
容
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
政
治
思
想
と
し
て
の
平
和
主
義
と
民
主
主
義
の
概
念

に
は
定
義
が
あ
る
。
用
語
の
混
乱
・
曖
昧
さ
を
避
け
る
た
め
、
具
体
的
な
時
代
、
地
域
の
理
解
か
ら
新
し
い
定
義
を

導
く
方
法
で
は
な
く
、
政
治
思
想
に
お
け
る
定
義
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
思
潮
の
内
容
と
実
質
を
分
析
す
る
方
法
を

と
る
。

平
和
主
義（Pacifism

）：
非
戦
・
非
武
装
・
非
暴
力
を
理
念
的
・
原
則
的
に
志
向
す
る
思
想
。

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、「
平
和
」
を
議
論
・
主
張
す
る
人
は
必
ず
し
も
平
和
主
義
者
と
は
言
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
平
和
」
を
主
張
す
る
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
思
想
と
し
て
の
「
平
和
主

義
」
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
理
念
と
し
て
「
非
武
装
平
和
」
を
主
張
す
る
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
調

査
会
も
「
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
平
和
主
義
を
擁
護
す
る
」
と
言
っ
た
が
、
そ
の
主
張
は
「
武
装
平
和
論
」
で
あ
っ

た
。
憲
法
問
題
研
究
会
の
「
母
体
」
で
あ
る
平
和
問
題
談
話
会
は
「
平
和
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
た
が
、
そ
の
強

調
点
は
「
非
武
装
」
で
は
な
く
、「
中
立
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
憲
法
問
題
研
究
会
も
平
和
問
題
を
重
視
し
た
が
、

そ
の
強
調
点
は
民
主
主
義
を
通
じ
て
軍
国
主
義
と
戦
争
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
三
団
体
の
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主
張
は
一
見
、「
平
和
主
義
」
で
あ
る
が
、
実
は
三
つ
と
も
「
平
和
主
義
」
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

民
主
主
義（D

em
ocracy

）：
個
々
人
の
意
思
の
集
合
を
も
っ
て
物
事
を
決
め
る
意
思
決
定
の
原
則
・
政
治
体
制
。

民
主
主
義
と
「
多
数
決
」
は
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
多
数
決
」
は
民
主
主
義
の
制
度
面
の
要
素
に
過

ぎ
な
い
。
近
現
代
に
お
け
る
政
治
思
想
と
し
て
の
民
主
主
義
は
、
反
専
制
・
基
本
的
な
人
権
擁
護
と
密
接
な
関
連
を

持
ち
、
主
に
「
国
民
主
権
」
の
意
思
を
強
調
す
る
。
広
義
の
民
主
主
義
は
立
憲
主
義
、
自
由
主
義
の
内
容
を
含
み
な

が
ら
、
特
に
民
衆
の
「
国
家
へ
の
自
由
」
を
強
調
す
る
。
憲
法
問
題
研
究
会
に
属
す
る
学
者
の
「
民
主
主
義
」
に
対

す
る
認
識
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
共
通
の
認
識
は
国
民
主
権
の
強
調
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、

一
つ
の
団
体
と
し
て
、
憲
法
問
題
研
究
会
の
思
想
的
な
特
質
は
民
主
主
義
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

先
行
研
究

憲
法
問
題
研
究
会
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
先
行
研
究
は
、
高
見
勝
利
の
「
護
憲
論
の
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
（
1
（

ス
」
し
か
存

在
し
な
い
。
こ
の
優
れ
た
憲
法
史
研
究
の
中
で
、
高
見
は
雑
誌
『
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
憲
法
問
題
研
究
会
の
講
演

記
録
を
研
究
し
、
研
究
会
発
足
の
動
機
と
研
究
会
の
護
憲
論
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
。
高
見
に
よ
る
と
、

研
究
会
を
発
足
さ
せ
た
パ
ト
ス
と
は
「
憲
法
調
査
会
へ
の
抵
抗
」「
平
和
問
題
談
話
会
か
ら
の
継
承
」、
さ
ら
に

「﹁
悔
恨
共
同
体
﹂
の
精
神
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
研
究
会
の
憲
法
論
の
特
徴
は
、「
行
動
原
理
と
し
て
の
憲
法
」「
現

状
批
判
の
方
法
」、
そ
し
て
「
自
治
体
・
地
域
社
会
へ
の
期
待
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
正
確
な
ま
と
め
で
あ

る
。
し
か
し
、
高
見
の
研
究
は
、
彼
自
身
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
講
演
記
録
を
通
読
し
て
感
じ
た
、
わ
れ
わ
れ
の
印

象
」
に
基
づ
く
「
研
究
会
に
つ
い
て
の
一
試
（
2
（

論
」
で
あ
る
の
で
、
全
体
的
な
研
究
で
は
な
い
。
事
実
確
認
の
不
足
以
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外
に
、
彼
は
研
究
会
が
ど
の
よ
う
に
平
和
問
題
談
話
会
を
継
承
す
る
か
に
つ
い
て
詳
し
く
追
究
せ
ず
、
研
究
会
を

「
平
和
主
義
」
と
評
価
す
る
傾
向
が
見
え
る
。

中
国
に
は
憲
法
問
題
研
究
会
に
関
す
る
研
究
は
な
か
っ
た
が
、
高
増
傑
は
『
日
本
の
社
会
思
潮
と
国
民
情
緒
』
の

中
で
、
丸
山
真
男
の
憲
法
問
題
研
究
会
で
の
報
告
「
憲
法
第
九
条
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
」
を
分
析
し
、
丸
山
を
日

本
の
平
和
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
研
究
会
の
会
員
で
あ
っ
た
清
水
幾
太
郎
に
つ
い
て
は
、

丸
山
と
は
対
照
的
に
、「
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
代
表
者
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
に
基
づ

き
、
高
は
一
九
七
〇
年
代
末
期
以
降
の
平
和
主
義
の
退
潮
と
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
は
日
本
政
治
の
変
化

の
一
つ
の
原
因
で
あ
る
と
結
論
し
（
3
（

た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
中
国
の
大
多
数
の
学
者
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
長
谷
川
正
安
は
、『
憲
法
現
代
史（
下
）
―
安
保
と
憲
法
』
の
中
で
、
護
憲
運
動
の
代
表
的
な
団
体
と
し

て
、
憲
法
問
題
研
究
会
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
憲
法
問
題
研
究
会
が
単
な
る
「
学
問
的
な
会
」
で

は
な
く
、
政
府
の
憲
法
調
査
会
に
対
抗
す
る
面
が
強
か
っ
た
と
強
調
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
研
究
会
の
思
想
を
詳
し

く
分
析
せ
ず
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
た
。「
こ
の
東
西
の
学
者
を
結
集
し
た
憲
法
問
題
研
究
会
に
、
統
一
的
な
憲
法

理
論
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
と
自
由
主
義
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
自
民
党
的
憲

法
改
正
論
に
反
対
す
る
と
い
う
点
で
は
、
会
員
す
べ
て
に
共
通
の
了
解
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
（
（
（
う
」。

し
か
し
、
憲
法
問
題
研
究
会（
あ
る
い
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
）は
「
平
和
主
義
」
と
見
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
言
い
方
が
適

当
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。
確
か
に
憲
法
問
題
研
究
会
は
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ

る
平
和
問
題
談
話
会
の
継
承
者
と
し
て
発
足
し
た
が
、
そ
の
平
和
問
題
談
話
会
自
身
の
特
徴
を
「
平
和
主
義
」
と
評

価
で
き
る
か
疑
問
が
残
る
一
方
、
研
究
会
が
継
承
・
発
展
し
た
遺
産
は
平
和
主
義
と
は
断
言
で
き
な
い
。
ま
た
、
研
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究
会
の
学
者
の
中
に
平
和
主
義
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
丸
山
の
思
想
は
平
和
主
義
と
評
価
で
き
ず
、
研
究

会
は
一
つ
の
団
体
と
し
て
「
平
和
主
義
」
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
現
在
、
平
和
主
義
の
思
潮
も
あ

る
程
度
衰
退
し
て
い
る
が
、
丸
山
、
清
水
そ
し
て
憲
法
問
題
研
究
会
の
こ
と
か
ら
こ
の
判
断
は
下
せ
な
い
。
こ
の
意

味
で
、
高
の
「
平
和
主
義
の
退
潮
が
日
本
政
治
の
変
化
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
は
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
長
谷
川
が
言
う
「
自
由
主
義
」
は
、
研
究
会
の
部
分
的
な
特
徴
で
は
あ
る
が
、
研
究
会
の
一
層
重
要
な
特
徴

が
見
逃
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
ほ
か
に
、
渡
辺
治
は
『
憲
法
「
改
正
」
の
争
点

―
資
料
で
読
む
改
憲
論
の
歴
史
』
と
い
う
資
料
集
の
中
で
、

憲
法
問
題
研
究
会
を
護
憲
側
に
お
け
る
知
識
人
団
体
の
代
表
と
し
て
挙
げ
、「
憲
法
問
題
研
究
会
に
結
集
し
た
学
者

た
ち
は
、
安
保
反
対
運
動
の
先
頭
に
立
っ
た
学
者
た
ち
と
ダ
ブ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
運
動
を
理
論
的
に
リ
ー
ド
し
つ

つ
、
運
動
に
参
加
す
る
広
範
な
市
民
た
ち
に
、
憲
法
的
価
値
を
再
確
認
さ
せ
、
憲
法
を
定
着
さ
せ
て
い
く
う
え
で
積

極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
（
（
（

る
」
と
評
価
し
た
。

し
か
し
、
渡
辺
は
憲
法
問
題
研
究
会
の
役
割
に
つ
い
て
は
詳
し
く
説
明
し
な
か
っ
た
。
安
保
運
動
自
体
に
は
い
く

つ
か
の
方
向
性
が
あ
り
、
研
究
会
は
ど
の
よ
う
な
方
向
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
研
究
会
の
こ
と
を

社
会
党
な
ど
の
左
翼
勢
力
と
同
一
視
す
る
傾
向
も
強
い
が
、
研
究
会
は
「
社
会
党
的
」
な
団
体
と
言
え
る
か
。
研
究

会
の
目
標
と
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
は
社
会
党
な
ど
の
左
翼
勢
力
と
一
致
し
た
の
か
。
以
上
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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本
書
の
構
成

し
た
が
っ
て
、
本
書
で
は
、
先
行
研
究
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
資
料
を
研
究
し
、
憲
法
問
題
研
究
会
の
実
態
に
関

す
る
基
本
的
な
事
実
を
確
認
し
た
上
で
、
同
研
究
会
の
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
提
示
し
た
基
本
像
の
修
正
に
迫
り

た
い
。
本
書
で
扱
う
憲
法
問
題
研
究
会
に
関
す
る
資
料
は
主
に
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
研
究
会
の
公
開
発
表
し
た
文
章
・
書
物（『
世
界
』
な
ど
に
載
せ
ら
れ
た
文
章
、
声
明
、
岩
波
新
書
）

二
、
研
究
会
の
未
発
表
書
類（
研
究
会
の
例
会
報
告
・
討
議
資
料
）

三
、
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
関
係
者
の
日
記
、
草
稿
、
メ
モ
、
ノ
ー
ト
、
回
想
録
な
ど

四
、
研
究
会
に
対
す
る
報
道
・
評
論

五
、
関
係
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
全
員
逝
去
し
て
い
る
た
め
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
は
、
研
究
会
の

メ
ン
バ
ー
の
学
生
、
友
人
、
家
族
を
始
め
と
し
て
、
研
究
会
の
書
記
な
ど
の
関
係
者
や
憲
法
学
者
、
思
想
史
学
者
で
あ
っ

た
）

研
究
会
は
非
公
開
で
あ
っ
た
の
で
、「
例
会
記
録
の
よ
う
な
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
」
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、

宮
沢
俊
義
文
庫（
立
教
大
学
法
学
部
）、
丸
山
真
男
文
庫（
東
京
女
子
大
学
図
書
館
）な
ど
に
は
例
会
報
告
が
残
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
末
川
博
の
日
記
と
聴
講
ノ
ー
ト
な
ど
の
資
料（
大
阪
市
立
大
学
大
学
史
資
料
室
）の
中
に
、
研
究
会
の
関
西
支

部
の
例
会
日
程
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
っ
た
。

本
書
は
、
序
章
と
終
章
を
除
く
と
五
つ
の
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
第
1
章
で
は
、
憲
法
問
題
研
究
会
の
前
史

と
し
て
、
憲
法
問
題
研
究
会
と
平
和
問
題
談
話
会
、
民
主
主
義
科
学
者
協
会
、
そ
し
て
岸
信
介
内
閣
の
憲
法
調
査
会

と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
研
究
会
の
問
題
意
識
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
第
2
章
で
は
、
憲
法
問
題


